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令和４年度 第２回霧島市子ども・子育て会議（会議要旨） 
開催日時 令和４年 11 月 19 日（土）14:00～15：00 

開催場所 国分シビックセンター 行政棟別館 ４階 中会議室 

出
席
者 

委
員 

山口 義幸、若松 忠洋、田間 美沙緒、茶圓 一智、東 真澄、 
青山 亜紀、中元 由紀代、森吉 研一、迫田 真隆 

事
務
局 

小倉 保健福祉部長、宮田 子育て支援課長、村岡 子育て支援課

課長補佐兼保育・幼稚園グループ長、小橋 同課主幹兼子ども・

子育てグループ長、久木田 同課同グループ主任主事、竹内 同課

保育・幼稚園グループサブリーダー 

欠席者 松﨑 優、立藏 順子、西川 純子 

公開・一部非公開又は非公開の別 公開 傍聴人数 ０人 

会次第 

１ 開会 

２ 協議 

（１）第２期霧島市子ども・子育て支援事業計画の中間見直し（案）について 

（２）その他 

４ 閉  会 

【会議要旨】 

１ 開会 

２ 協議 

（１）第２期霧島市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて 

主な意見等 

・ 人口推計については、もう少し減るのかなと思った。また、教育・保育の提供体制

の定員は増加傾向になっているが、これは、これまで令和５年度、令和６年度定員

増を図った内容と考えてよいのか。 

→ 先の子ども・子育て会議で確認いただいた定員設定までを反映しており、今後は、

その維持に努めていく計画となっている。現存の施設については、園児や保育士等の

確保に努めていただき、質の維持・向上に対する支援に努めていく方向である。 

・ コーホート変化率法について、説明いただきたい。 

→ 各コーホート（同じ期間に生まれた集団）について、過去における実績人口の動態

から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法である。（当初の第２

期霧島市子ども・子育て支援事業計画の１３ページの※５に記載有） 

・ 令和３年度の霧島市の児童の転出と転入のどちらが多いのか。 

→ 児童の転入、転出について、数値は持ち合わせていない。今回の推計児童人口は、

出生・転入・転出を含めた基準日における実績人口に基づき推計した結果である。 

・ 出生・転入・転出を含めて、おそらく人口が増えているのは、県内では姶良市だけ

・事務局から説明を行う。 

・全委員に、現状についての意見を求める。 
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で、霧島市は人口が減っている。おそらく０歳児の人口は、同じ数字かそれ以下で

翌年の１歳児の人口に反映することとなるのではないか。中期及び長期の行動計画

を立てるに当たり、人口推計は重要となる。特に待機児童の問題、施設の利用定員

の確保において、量の見込みのところは大きく直結する問題なので、よろしくお願

いしたい。 

（２）その他 

・ （仮称）きりしまサニーサイド保育園の敷地は、道路より低い位置にあるようであ

れば、大雨の際に、浸水箇所となるかもしれないので、事業者にお伝えいただいた

方がいいのでは。 

→ 土地選定に当たり当然把握していると考えるが、委員から提言があったことを伝え

る。 

・ 土曜保育について、全国的に鹿児島県は利用率が大きいと新聞に報道されていた。

仕事等が休みであれば、保護者が保育していただくように、霧島市からお願いがで

きないものか。保育の現場としては、土曜日の出勤を軽減することによって、負担

軽減となる。また、土曜日を利用する保護者の中には、もっと子どもとの時間が必

要なのではと感じる方もいる。また、土曜保育の利用について、適正利用を呼びか

けるリーフレットを配布しているようなことも聞いている。検討いただきたい。 

・ 鹿児島県ではなく、鹿児島市が特に顕著に現れていると思っている。 

→ 新聞に掲載された内容については、把握しているところ。リーフレットの件は把握

していなかったので、まずは詳細を把握したい。 

・ 発達支援に関して、療育支援施設と保育所等を並行通園しているケースが、近年多

くあるように感じる。霧島市においては、利用できる施設も多く、通所利用者証の

発行数も全国的に多く、力を入れていただいているとも感じている。保育所等にお

いても、療育支援に関して、保育士等の加配をお願いしたいと思う。 

・ 霧島市においても、療育を必要とする子ども、障害をもった子どもたちが増えてい

ると感じている。やはり、マンパワーが必要である。霧島市においても、予算の確

保をお願いしたい。 

５ 閉会 

その他 ・第１回会議の議題の補足説明 

利用定員の設定に関する施設の図面等について配布、説明し、資料は回収

する。 

その他 委員提言２件 

・ 土曜保育について 

・ 教育・保育の提供に係る療育支援について 

 


